
 
 

 

平成２７年９月１８日 

国土交通省総合政策局 

 

「第１回Ｇ７交通大臣会合」の結果について（結果概要） 

 

 第１回Ｇ７交通大臣会合が、平成２７年９月１６日から１７日、ドイツ・フラ

ンクフルトにて開催されました。 

我が国からは、森重国土交通審議官が代表として出席しました。 

 

議論の概要 

１）自動車の自動運転に関する議論について 

G7 交通大臣は、自動車の自動運転が、運転者のミスに起因する交通事故の

防止、渋滞の解消・緩和による経済損失の低減、環境の改善、高齢者等の移動

の自由の向上に貢献するものであることから、今後の自動運転の発展への支持

を表明し、国際的な協力により実現すべきものであるという基本認識を共有し

ました。 

また、自動運転に関する技術の普及のためには、国際標準化等の推進、デー

タ保護・サイバーセキュリティーの確保等の面で課題があることを認識し、こ

れらの課題に取り組むことの重要性について合意しました。 

 

２）交通インフラ整備のファイナンスに関する議論について 

G7 交通大臣は、交通インフラが市民生活の安全・安心の確保や経済成長に

不可欠であり、今後とも新たな整備や老朽化対策を計画的かつ着実に進めてい

くことが必要である一方、財政が逼迫する中では、交通インフラの整備・更新

に関する多様なアプローチが必要であることを共通の議題として認識しまし

た。 

すなわち、長期的な視点に立って、質の高い交通インフラを提供していくた

めには、①既存の交通インフラの維持管理・更新及び新たな交通インフラの整

備のための適切で十分な財源を確保すること、②利用者負担の仕組みを活用す

ること、③民間の技術や資金力を活用するための PPP を推進すること等のアプ

ローチをバランス良く活用することの重要性について確認しました。 

 

 ３）次回の G7 長野県・軽井沢交通大臣会合について 

我が国が議長国として来年の９月２４日、２５日に開催する G7 長野県・軽



井沢交通大臣会合においては、「自動車及び道路に関する最新技術の開発・普

及」というテーマの下、今次会合において行われた自動運転に関する議論を深

めるとともに、ITS や燃料電池自動車等の次世代自動車にまで範囲を広げて議

論を行うこととなりました。 

また、「交通インフラ整備と老朽化への対応のための基本的戦略」というテ

ーマの下、今次会合において行われた交通インフラ整備のファイナンスに関す

る議論を深めるとともに、戦略的な社会資本整備と最新技術を活用した交通イ

ンフラの更新方策にまで範囲を広げて議論を行うこととなりました。 
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